
保護者の皆さま 

令和３年６月１８日 

江戸川区立新田小学校 

校長 大石 吉郎 

モバイルルーター（Wi－Fi）の貸し出しについて 

 

 江戸川区教育委員会より、モバイルルーターの貸出が承認されました。端末を貸与するに

あたり、保護者の皆さまには、次の事項をご確認いただいた上で、受領書の提出をお願いし

ます。 

 

（１）貸与するモバイルルーターは、江戸川区から配備された iPad にしか接続できない設

定となっています。ご了承ください。 

 

（２）貸与するモバイルルーターは、自宅で利用するためのものです。自宅外には持ち出さ

ないようにしてください。 

 

（３）転校・卒業する際には、返却となります。忘れずに学校に返却するようお願いします。 

 

（４）モバイルルーター本体費用及び通信費は区が負担します。モバイルルーターの充電費

用はご家庭で負担して頂くことになります。また、破損・紛失等が発生した場合、状

況に応じて修理費用が家庭負担となる場合があります。 

 

 

受領書 

 モバイルルーターを活用するにあたり、上記の事項を確認し、受け取りました。 

   令和  年  月  日 

                    年  組 児童・生徒名           

                           保護者名           

 

ルーター番号 ED-         

（本体裏に貼ってあります） 


